
様式３ 

会  議  録 

 □全部記録  ■要点記録 

１ 会 議 名      姫路市職員倫理審査会 

２ 開催日時       令和６年６月２６日（水曜日） １０時００分～１１時０２分 

３ 開催場所       姫路市防災センター５階 災害対策本部会議室 

４ 出席者又は欠席者名   

（出席者）姫路市職員倫理審査会委員５名 

（事務局）総務局長、総務部長、職員倫理課長、職員倫理課課長補佐、職員倫理課係長、 

     職員倫理課主任 

 

５ 傍聴の可否及び傍聴人数   

傍聴可、傍聴人なし 

 

６ 議題又は案件及び結論等 

１ 姫路市職員の倫理と公正な職務の確保に関する条例及び規則運用マニュアルの改訂について 

 ２ 令和５年度における姫路市職員の倫理と公正な職務の確保に関する条例（規則）の運用状況等

について ほか 

７ 会議の全部内容又は進行記録 

  詳細については別紙参照 

 



 

 

事務局 

 

会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

会長 

 

 

 

 

 

会長 

 

事務局 

 

会長 

 

委員 

 

 

事務局 

 

開会（１０：００） 

 

≪配布資料の確認と会議の成立を確認≫ 

 

 事務局からの説明の前に会議の公開、非公開についてお諮りしたい。 

お手元に配布されている資料４については現在も継続対応中の案件であり、また、 

資料５及び資料５－２については市の事務事業として検討段階の案件であることから、姫

路市情報公開条例第７条第５項に規定する「市が行う事務又は事業に関する情報であって、

公にすることにより、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの」に

該当すると考えられる。よって、姫路市職員の倫理と公正な職務の確保に関する条例第１３

条第７項の規定に基づき、本審査会が特に必要と認める場合に該当するものとして非公開と

させてもらいたいと思うが、それで良いか。 

 

（異議なし） 

 

異議なしということで、本日の審議は、次第２項目め⑵「令和５年度における姫路市職員

の倫理と公正な職務の確保に関する条例(規則)の運用状況について」の資料２及び 

資料３に係る部分までを公開とし、資料４に係る部分以降は非公開とする。なお、姫路市

職員の倫理と公正な職務の確保に関する条例第１３条第６項の規定に基づき、本審査会で職

務上知り得た情報については守秘義務があるのでご留意願いたい。 

 

それでは事務局より資料１について説明をお願いしたい。 

 

≪事務局から資料１の説明≫ 

 

 ただいまの説明に関し、ご意見やご質問があればお願いします。 

 

 以前に職員倫理審査会委員へデータ提供されたものと同じか。早引きインデックスがあり

使いやすいマニュアルだと思う。 

 

 同じである。 
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 次に、事務局より資料２及び資料３の説明をお願いしたい。 

 

≪事務局から資料２、資料３説明≫ 

 

 ただいまの説明に関し、ご意見やご質問があればお願いします。 

 

 資料２に記載されている件で、建設局に対する書面の要望等が多いのはなぜか。また、

令和５年度から「市議会議員の要望等に係る職員の対応に関する基本方針」に基づき市議会

議員の要望等に対応していると思うが、公職者からの要望件数は少なくなっているのか。 

 

 建設局に対する書面の要望等が多くなっている理由は、河川に係る清掃や浚渫等の要望等

を原則書面で受け付けることとなっているためである。 

 また、市議会議員の要望等は令和４年度に比べ若干増えている。令和５年４月に選挙があ

った影響と考えている。 

 

 よろしいでしょうか。 

それでは、資料４に移ります。ただいまから、会議を非公開としたいと思います。それ

では、事務局より資料４について説明をお願いします。 

 

【非公開】 

 

閉会（１１：０２） 

 


